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はじめに

去る2008年、胡錦溝中国国家主席の訪日で、日中関係は「蕃」を迎えた。

周知のように、1972年に日中両国の国交が樹立して以来、両国の関係は、

蜜月期、凍結期など　いくつかの紆余曲折しながら展開してきた。とくに

2007年からはそれまでの「政冷経熱」というこっけいな状況は徐々に改善

され、ようやく新たな時期に入った。日本の税関がまとめた統計によると、「

2008年1－9月の中日二国間貿易額は2018億6千万ドルで前年同期比17．6

％増加し、日本の貨物貿易の平均増加率を4．8ポイント下回った。日本の対

中輸出額は963億8千万ドル（同22．6％増）、中国の対日輸出は1054億8千

万ドル（同13．5％増）で、日本の貿易赤字は同50．5％減少の67億7千万ド

ルになった。中国は日本の第一の貿易相手国であり、第二の輸出先国であり、

また第一の輸入元国になっている」としている。

しかしながら、世界規模な金融危機に遭遇している今、日中両国はともに

深刻な影響を受けている。中国商務部が今年1月15日に公表したデータにあ

るように、「昨年第4四半期（10－12月）から、外資導入に減少傾向がみ

られ始めたことで、10月以降は実行ベース導入額のマイナス成長が続いている。

12月の外資系企業新規設立数は2562社で前年同月比25．78％減少し、実行ベ

ース導入額は59億7800万ドルで同5．73％減少した」のである。しかし同時に、

「2008年の実行ベース外資導入額は923億9500万ドルに遷して前年比23．58

％増加し、17年連続で発展途上国の首位に立った。外資系企業の新規設立数

は2万7514社で同27．35％減少した」にも見られるように、世界でのグロー
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パル投資が低迷する中で、中国の外資誘致額が相変わらず比較的に大幅な伸

びを示しているのもまた事実である。

米国やヨーロッパに比べ、日中両国が受けた金融危機による打撃は相対的

に小さいものであるといえよう。金融危機に協力して対処することで、むし

ろ両国にとって、さらには東アジア諸国にとって大きなチャンスになるかも

しれない。なぜならば、これまで米国は日中両国にとって大きな輸出市場で

あったが、対米輸出が足止めされた場合、日中両国間の貿易交流はむしろ確

実に増えるのではないだろうか。現に、2008年12月13日に、日中韓の首脳

は日本の福岡県で会談し、金融危機の対応について意見を交換して、対策を

検討した。このようなことからも、今後はとくに東アジア諸国は相互依存、

相互支援システムを構築することによって、国間での悪性の競争を減らし、

協力と「ウイン・ウイン」を拡大していかなければならないことが予想される。

このような背景に、日中間の貿易はますます展開されるであろう。また、

これまで投資先または輸出先として考えられてきた中国は、日本に投資する

国としても注目されるようになってきている。いずれにせよ、地域産業の海

外進出がますます加速され、企業によるグローバル的な吸収合併がより頻繁

におこわれるようになると想定される。その際、互いの市場動向や言語、商

慣習の違いなど　海外進出にはさまざまな難題が立ちはだかり、会計制度の

違いもそれらのうちのひとつであるといえよう。海外進出の場合、完全自己

資本による進出や現地企業の買収合併など　さまざまな手法が考えられるが、

企業結合会計をはじめとして、会計基準の違いで当初の狙いを達成できない

可能性も大きい。とくに地方における中小企業による海外進出に際しては、

日中両国の会計資格を有した人材確保が難しく、現地での会計制度を理解し

ないままでの盲目な行動は、かえって損害を被る恐れさえある。したがって、

互いの会計制度の相違点を比較し、理解することが重要なのではないだろうか。

今回の研究は、まず中国における外国技資企業に対する会計制度の誕生と
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その変遷を考察することで、中国会計制度に対する理解を深め・さらには現

在施行中の中国会計制度を解読し、今後の展開を占う手かがりになることを

願う。

一般的には中国における外資企業の展開は、次のような六つの歴史的段

階に分けられている。つまり、第1段階は1949年から1977年までの断絶期、

第2段階は1978年から1985年までの模索期、第3段階は1986年から1991年

の発展期、第4段階は1992年から1995年までの上昇期、第5段階は1996年

から2005年までの安定期、第6段階は2006年から現在に至るまでの邁進期

である。本稿においても、上記の区分に従い、それぞれの段階における外資

企業の展開、そしてそれに関連する租税制度と会計制度の展開について考察

することを試みる。

1外資導入の断絶期（第1段階：1949年～1977年）

1．1外資企業の展開

1949年10月に、社会主義国家である中華人民共和国は建国された。当時

の中国経済の状況は農業および手工業はGDPの90％前後を占め、工業部門

は残りの10％にしか満たず、しかもそのほとんどは外国資本ならびに官僚資

本による企業であった。一刻も早く国民経済を回復させ、社会主義国営経済

の基礎を築くために、新しい中央政府が真っ先におこなったのは税関総著を

設立することであり、政務院1の直轄によって、全国の税関を統一管理する

ようになった。さらに1951年までに一連の政令と通達を発布し、半植民地

支配下のために諸外国に握られていた税関の主権をようやく取り戻したので

あった。また、中央政府は土地改革を推し進めると同時に外国資本の回収と

官僚資本の没収運動をおこない、租税政策と税収手続きなどを調整しながら、

1「政務院」は後の咽砺院」の前身である。なお、「国務院」とは中国の最高の国家権利執

行機関および行政機関であり、いわば日本の幽閉に相当するものである。
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国営企業と当時存在していた合作社経済（一種の協同組合経済）、個人資本

主義経済、個体経済および国家資本主義経済（国家と個人による合作的な経

済形態）との並存と調整をおこなった。

その後、朝鮮戦争勃発に伴い、1950年12月28日に「中国にある米国財産

の管制、貯金の凍結についての命令」（原語：「美子管制美園在隼財戸、涛

指美園在隼存款的命令」）を発布し、1951年5月15日に、「中国での米国

財産の処理に関する指示」（原語：「美子処理美園在隼財戸的指示」）を打

ち出し、参戦した英米両国による投資資産の処分をおこなった。統計によると、

1952年までに、外国資本企業は1192社から563社に、従業者数が12．6万人

から2・3万人に、資産が12．1億元から4．5億元までに減少した。そして外国資

本や官僚資本に関するこのような政策とは別に、民族資本については保護し

ながらも、改造する手法がとられた。また国家資本主義形態を通して、民族

資本企業が次第に社会主義公有制企業形態に変えられ、工業、商業、飲食業

および個人商店に対する大規模な協同組合化が進められた。さらに、1952

年から中国政府は大規模な経済建設に向けての第1次「5カ年計画」を実施

した。このことはまさに、「計画経済体制」の開始を意味するものであった

といえるであろう。完全な計画経済体制への移行により、企業の収益はすべ

て国に上納され、後に再分配されるという上納制度がとられるようになった。

そして1956年6月までに、民族資本の融合が完了し、ほとんどの私営企業

は公私共営企業に再編されるようになったのである。

建国直後における外資の利用といえば当時のソ連と東欧の社会主義国家

との経済協力が挙げられる。たとえば1950年と1951年に、中国とソ連が共

同設立した中ソ石油株式会社、中ソ有色・稀金属株式会社、中ソ民用航空株

式会社および中ソ進船会社の四社やポーランドとの合資による中波船舶会社

などが、新中国にとってのはじめての中外合資経営企業であろう。さらに60

年代から資本主義諸国より肥料、化繊、プラスチック、冶金およびエネルギ
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一などの分野における資金や技術の導入もおこない、社会主義経済の発展に

貢献したのであった。

しかしながら、1958年5月の中国共産党第8回2次会議において許決さ

れた社会主義建設政策によって「大躍進」2運動が引き起こされ、1966年5

月4日、北京で開催された中国共産党政治局拡大会議によって、いわゆる「プ

ロレタリア階級文化大革命」が始まった。外資企業や個人企業などは資本主

義の「温床」と考えられ、すべてが打破の対象となり、多様な所有制形態か

ら高度集中した経営管理モデルである国営企業に統一されるようになった。

このような集中、硬直、単一的な経営と管理体制のもとに、企業が本来持つ

べく独立性と自主性が完全に失われ、国民経済の発展に多大な悪影響を与え

る結果となったのである。

1．2　会計制度の展開

1950年に、財政部の下部機構として「会計制度処」（原語：「会計制度処」）3

が設立され、いわゆる「統一会計制度」の制定作業が進められた。しかしな

がら、政府が遂行している計画経済体制に適合する会計制度の制定経験がな

かったため、ソ連の会計制度をほぼそのまま導入することとなった。1951

年11月に、財政部は中国初めての全国企業財務管理と会計についての会議を

開催し、そこで新たに国営企業資金納付についての会計処理方法、国営企業

決算報告の作成・提示方法、そして国営企業の統一財務諸表と統一勘定科目

が制定され、1952年から全国企業においてそれらを施行することが決めら

れた。ソ連の会計規定に倣って、「貸借対照表」は「資金平衡表」という名

2　「大躍進」とは、1958年5月の中国共産党第8回2次会議において評決された社会主義建設政

策によって引き起こされた運動のことである。その内容は、15年間あるいはさらに短い期間内

で、主要工業製品の生産量が当時のイギリスのそれに追いつき、追い越すように共産党全党と

全国民を動員したものである。

3　現在は「会計司」に改名されている。
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称に変えられ、従来の「資産＝純価値＋負債」（原語：『資産＝浄値＋負債』）

という等式に代わって「資金運用＝資金源泉」が用いられ、後に長期にわた

って使われていた。

また、外国資本や官僚資本とは別に、民族資本を保護するために、残され

た多くの私営企業については、その会計規定を統一させる必要があった。そ

こで1952年に、中華全国商工聯合会は「私営企業会計規定」を制定したの

である。しかしながら、社会主義政策の進行につれて、1956年6月までに

民族資本の融合が完了し、ほとんどの私営企業は公私共営企業に再編され、

国営企業と同様の会計規定が適用されるようになった。

このような中国会計制度も、後に中国全土を巻き込んだ「文化大革命」運

動の勃発によって、これまでにない破壊的な打撃を受け、そのすべての機能

が失われることとなる。当時の会計理論および会計制度は完全な停滞状態に

陥るにとどまらず、大きく後退したといえよう。

2　外資導入の摸索期（第2段階：1978年～1985年）

2，1外資企業の展開

1978年12月に開催された中国共産党第11回3中全会によって、経済体制

改革がおこなわれ、「改革・開放」政策が実施された。それに先駆けて同年

8月に、外資の利用を一括して管理するために、国務院によって「外商投資

管理委員会」が設立された。しかしながら、30年間も鎖国状態だった中国に

とって、開放政策の実施は決して容易なものではなかった。対内的には、外

資は「万悪の源泉」であるという固有観念を払拭しながらも、対外的には、

中国における外資誘致の誠意と決心を表明することは、まさに当時の要務で

あった。

しかしこれまで、ほとんど国営企業しか存在しない中国にとっては、外資

企業に適合する法制度は皆無であった。そこで1979年7月に、中国国務院
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によって、外資利用に関する中国初の関連法律、「中外合資経営企業法」が

起草、公布された。ただし、その内容には完全外商出資企業の創設の禁止や、

企業の代表者は必ず中国側が担任するなどの規定が盛り込まれ、外資の誘致

にはきわめて慎重であった。とはいえ、1980年9月に、「中外合資経営企

業所得税法」と「個人所得税法」、同年12月に「中外合資経営企業所得税法

施行細則」、さらに1981年12月に、「外国企業所得税法」がそれぞれ発布

され、外資に対する初歩的な税収奨励制度が形成されたのであった。

また、外資導入のための環境作りに、1980年に、深訓、珠海、油頭およ

びアモイに経済特区を設立し、1984年に、ヒ海、天津、大連、青島、そし

て広州などの14の沿海都市が最初の開放都市として指定された。このような

沿海地域の開放による外資の増加に合わせて、1984年に「経済特区と14の

沿海港都市における企業所得税と商工統一税の減免についての暫時規定」（原

語：「美子経済特区和沿海14今港口城市減征、免征企並所得税和工商魂一税

的智行規定」）、1985年に「中外合資による港や埠頭建設の優遇について

の暫時規定」（原語：「美子中外合資建没港口喝美佳悪待遇的智行規定」）、

1985年に「渉外経済契約法」（原語：「渉外経済合同法」）が公布された。

それまでの税率の高さを解消すべく、外資企業への徴税の減免をおこなうさ

まざまな優遇政策がとられ、外資の誘致に関連する諸法規がほぼ整備された

かたちとなった。

このような投資環境の整備に伴い、香港、マカオおよび台湾を主とした小

規模な外資による試行的技資が次第に増え、1986年までに、8061社の外資

企業が創立され、契約外資総額が231．22億ドルであった。しかしながら、こ

の段階における外商投資の内容は、労働密集型の一般加工業や旅館またはサ

ービス業を中心とするもので、投資金額が少なく、市場を占めるシェアも比

較的小さいものが多かった。

2．2　会計制度の展開
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外資企業という新たな企業形態の出現は従来の計画経済体制にとっては

もちろんのこと、これまでの国営企業を中心とした会計制度づくりにとって

もひとつの大いなる挑戦であった。そこで財政部は、1979年年末から既に

中外合資経営企業の会計計算規定の制定に着手し、いくつかの草案を経て、

1985年3月に正式に「中外合資綿羊企業会計計算規定」（原語：「中外合

資窮皆企亜会し十核算制度」）と「中外合資経営企業勘定科目と財務諸表」（原

語：「中外合資舞嘗企、Ii金満洞和会計報表」）を発布した。

これらの規定では、これまでのソ連的な会計規定と決別して、勘定科目に

おいては国営企業資金占有と資金源泉という国営企業に使われている区分方

法に代えて、資産、負債、資本、原価（原語：「成本」）および損益の区分

を用い、財務諸表に関しても、国際的な慣習に倣って、「資金平衡表」に代

えて「貸借対照表」（臨書：「資辛負債表」）という名称を使用し、さらに「損

溢計算書」（原語‥「利潤表」）のほかに初めて「財務状態変動表」（原語：

「財各状況変動表」）をも加えた。つまり、「中外合資経営企業会計計算規定」

の内容のほとんどは国際的会計慣行を導入したものであり、その施行は、ま

さに「社会主義商品経済」ならびに後の「社会主義市場経済体制」に対応す

る会計制度モデルへの模索の表れであった。この規定の制定は「社会主義市

場経済体制」のもとでの企業会計制度改革におけるいわば先駆的な動きであり、

のちにおこなわれた国際会計基準の導入のための基礎作りでもあった。

また、1985年に、新中圃建国後初めての会計基本法規である「会計法」

が公布された。「会計法」の施行は　中国の会計業務がようやく法制化と規

範化の段階に入ったことを示すものであった。

3　外資導入の発展期（第3段階：1986年～1991年）

3．1外資企業の展開

「改革・開放」政策が施行されてから8年間経過し、沿海地域から内陸部
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に広がる投資環蝉は徐々にではあるが整備されるようになった。外資企業の

規模と数量をいっそう向上させるため、1986年4日に「外資企業法」が発

布され、従来の外国投資者による単独での会社創設を禁止する規定が撤廃さ

れた。そして同年に、国務院によって「外商投資の奨励に関する規定」（原語；

「美子鼓励外商投資的規定」）が公布され、外資企業の形態や経営範囲、投

下資金の金額、そしで営業期間などに応じてさまざまな減免税措置がとられた。

これにより、後に国民経済の大きな柱となった中外合資経営企業、中外合作

経営企業および外資企業のいわゆる「三資企業」が続々と設立されることと

なる。

また、1988年4月に「中外合作企業法」が公布され、1990年4月に「中

外合資経営企業法」についての修正もおこなわれ、合資企業を国有化しない

ことを宣言し、外国人投資家は企業の理事長に就任できるようになるなど

外国投資家による独立した経営自主権が保障され、国際的慣習に沿った企業

経営ができるようになった。さらに1991年4月に、これまでの「中外合資

経営企業所得税法」と「外国企業所得税法」の代わりに「外商投資企業と外

国企業所得税法」が公布され、同年6月にその実施細則も公表された。外資

企業に対する税収優遇を維持しながらも、税率調整をおこない、投資先産業

へのマクロ的コントロールが図られた。

これらの一連の措置により、1992年までに、31975社の外資企業が創立され、

契約投資総額が294．7億ドルに上った。また、これまで旅館業と旅行サービ

ス業がほとんどであった外資投資だが、製造業と輸出業への投資の割合が増え、

投資元の業種と地域も拡大する・方であった。

3．2　会計制度の展開

1988年に、会計士のための全国的な社会団体である「公認会計士協会」（原

語：「注肘会川而協会」）が設立され、会計士という職業団体が重要視され

始めたことは注目に値する動きである。
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80年代の中国の会計理念をまとめると、大別して二通りの展開を見せている。

ひとつは従来のソ連社会主義会計学と中国での会計改革・実践とのよりいっ

そうの融合が試され、これは「文化大革命」およびそれ以前の会計制度の回

復と完備を図る動きである。とくに1980年代前半においては、ソ連会計学

の中国会計理念ならびに実務に対する影響力はなお強いものであった。いま

ひとつの展開は、西洋的会計学理念の導入を図ろうとするものであり、その

動きは1980年代後半には既に前者の展開にとって代わる勢いであった。と

くに、1988年10月に財政部によって、中国の会計基準の制定を目的とした「会

計基準課題チーム」（原語：「会計准則標題姐」、後に「会計准則委員会」

に改名）が設立され、西洋的な会計制度の本格導入を狙いとする新たな会計

改革が始まった。

4　外資導入の上昇期（第4段階：1992年～1995年）

4．1外資企業の展開

1992年の謡小平のいわゆる「南巡談話」4を契機に、中国での経済体制改

革および対外開放の歩みが速められ、同年10月には、中国共産党第14回代

表大会によって「わが国の経済体制改革の目標は『社会主義市場経済体制』

を確立することにある。」という目標設定がなされた。

1993年までに、経済の好転に伴い、中国の商工税制改革も外資企業の税

制度から着手し、次第に国営企業まで展開した。とくに、国営企業にはこれ

までの利益上納制度の代わりに、外資企業と同じように所得税を納付する、

4　これは、郵小平が1992年1月から2月にかけて、中国の南部都市を訪問した隙の談話内容をま

とめて発表されたものである。この「南巡談話」において、「計画が多いかそれとも市場が多

いかは、社会主義と資本主義の本質的な区別ではない。計画経済がイコール社会主義なのでは

なく、資本主義にも計面がある。また、市場経済はイコール資本主義なのではなく、社会主義

にも市場がある。計画と市場のいずれも経済的な手段にすぎない。」（『邦小平文選』第3巻、

373貞）と明言されており、彼によるこの疎念は、まさに後の「社会主義市場経済」耶論の基

礎となっていたのである。
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いわゆる「利改税」といわれる税改正がおこなわれ、さまざまな企業形態に

ぉける租税制度の統一が図れた。1993年に、「全国人民代表大会常務委員

会による外商投資企業と外国企業が増値税5、消費税、営業税などの税収を

適用する暫時条例の決定」（原語：「全国人民代表大会常各委員会美子外商

投資企蹄口外国企地道用増値税、消費税、替地税等税収智行条例的決定」）

が公布され、外商等私企業と外国企業による「増値税暫時条例」・「消費税

暫時条例」および「営業税暫時条例」（1994年1月1日に、国務院によっ

て公布）の施行を定めた。さらに1994年1月28日に、中国でのすべての在

住者に適用する法律として、「個人所得税法実施条例」が発布された。この

ような一連の商工税制改革によって、国営企業ならびに外資企業における税

制統一の第一歩が踏み出されたのであった。

1995年1月に発布された「外商投資株式有限会社の設立に関する若干の

問題についての暫時規定」（原語：「美子没立外商投資股傍有限公司若干問

題的智行規定」）によって、新たな外資企業形態である外商投資株式有限会

社が認められるようになった。また、同年の「BOT方式で外商授賞を吸収す

る関連問題についての通知」（原語：「美子以BOT方式吸収外商投資有美問

題的通知」）によって、BOT方式による外資導入も認められたoこれらの措

置で、外資企業が急速に増え、1995年までに、216，761社の外資企業が創立

され、契約投資総額は3，435．22億ドルに上り、「改革・開放」政策実施以来

のピークに遷した。また、この段階から、外資の導入は第2産業とくに製

造業が大半を占めるようになり、大手のグローバル企業による進出が増え・

投資項目の規模と技術水準もかなり向上したといえよう0

4．2　会計制度の展開

1992年から始まった根本的な体制改革に合わすように、会訓こおける大

5∴生産型企業、技資性会社、加工貿易企業、商業企業など中国で物品の販売と加工を営む全て

の企業にかかる・種の付加価値税である。
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規模な改革も同時におこなわれた。1992年に、金融体制改革による株式会

社の出現に伴って、「株式制度試行企業会計規定」が制定された。その後、

1992年5月に、「外国投資工業企業の実施細則」（勘定科目と財務諸表の

規定）が財政部によって公布され、6月に、これまでの「中外合資経営企業

会計制度」に修訂を加え、新たに「外商投資企業会計制度」と「外国投資企

業財務管理規定」も相次いで制定された。これらの制度では、その適用範囲

を広げ国際的慣習にいっそう近づこうとする努力が見られた。このように

して、他の国内企業より一足早く、外資系企業のための統一的な会計制度が

完成されたのであった。

1992年11月、財政部は「企業会計基準」（原語：「企地会計准則」）と「企

業財務通則」（原語：「企皿財各通則」）を公布し、さらに、これらにもと

づいて、工業、商品流通、交通運送、鉄道運送、航空運送、郵便通信、建築

工事、不動産開発、観光飲食サービス、金融、保険、農業および対外経済協

力という13個の「業種別会計規定」と「業種別財務規定」（原語：「行皿財

各制度」）を公表した。このいわゆる「両則両制」6の発布および施行は

中国における会計領域の改革の本格的な幕開けといえるであろう。

「企業会計基準」の制定はかたちだけの制定ではなく、その基本的な会計

政策の選択および運用においても、十分に国際的調和化を図った結果である

ことを示すものであった。また、「企業会計基準」の第8章には、「会計記

帳は『貸借記帳法』を採用する」と明確に規定されており、会計制度制定の

中心はいかにして西洋的な会計制度を導入し、「特色ある中国会計」体系

を建設するかにその焦点が絞られるようになった。そして、13個の業種別会

計規定の施行は、中国の会計慣習ならびに大多数の会計関係者の業務水準に

適合させた結果であったといえよう。

6　両別とは「企業会計基準」と「企業財務通則」の略称であって、両刺とは13個の業種別会計規

定と財務規定の略称である。
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1993年に、「企業会計基準」の具体基準を制定するために、財政部の指

導のもと、デロイト・トウシュ・トーマツ（DeloitteToucheTohmatsu）

会計事務所による国外チームと10人の中国国内の会計専門家による国内チー

ムがそれぞれ編成され、1994年2月から1996年1月までに、6回にわたっ

て30個以上の「具体企業会計基準」の公開草案が出された。

そして、会計監査に関する諸法規も強化されるようになり、1993年10月

に「公認会計士法」（原語：「中華人民共和国注朋会計用法」）7が公布さ

れた。その規定には、「互恵原則に従い、外国人による中国公認会計士全国

統一試験への参加と登録を認める・・・国務院財政部門の許可により、外国

会計士事務所が中国国内にて常駐代表機構を設立することができる。・・・

国務院対外経済貿易管理部門あるいは国務院の授権部門、そして省レベルの

人民政府による審査を経て、国務院財政部戸出こよって許可された場合、外国

会計士事務所と中国の会計士事務所が共同に中外合作の会計士事務所を設立

することができる」と定められている。

さらに同年12月に「会計法」の第1次改訂、その翌年の1994年7月に「会

社法」（原語：「中華人民共和国公司法」）8、8月に「監査法」（原語：「中

華人民共和国宙打法」）9が次々と人民代表大会において通過され公布された。

この一連の法規の施行によって、会計監査業務および上場企業における会計

情報のディスクロージャーの強化が図られたのである。

5　外資導入の安定期（第5段階：1996年～2005年）

5．1外資企業の展開

この時期では、中国における外資導入が調整期となり、安定した発展段階

7　これは、1993年10月に中国人民代表大会で通過され、1994年1月1日から施行された。

8　これは1994年に公布され、1999年に改訂された。

9　これは1994年8月に中国人民代表大会で通過され、1995年1月1日から施行された。
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に入った。1995年に発布された「外商投資方向の指導の暫時規定」（原語：

「指専外商投資方向智行規定」）および「外商投資産業指導目録」によって、

外商投資活動を奨励、制限、許可および禁止の四種類に分け、さらに外商に

よる投資経営のできない分野や国有資産がその主導的地位を占める分野など

を明確に提示した。これは、中国における外商投資が全面的な優遇期から産

業調整期に入ったことを示すものであった。1997年に、東南アジアの金融

危機の勃発やWTO加盟への申請準備に合わせて、「外商投資方向の指導の

暫時規定」および「外商投資産業指導目録」その第1次修正がおこなわれ、

外商に対する投資可能業種の範囲がさらに拡大された。

また1999年に、「現在の外商投資の更なる奨励に関する意見」（原語：「美

手当前逆一歩鼓励外商投資的意見」）が打ち出され、外資の発展を奨励する

と同時に、国家経済の安全な発展と民族産業の適切な保護を図るための規制

や措置がとられた。たとえば、外資企業がエネルギー、交通など基盤産業に

従事する場合は　これらの授賞における税収優遇の適用範囲を拡大したことや、

政府がその発展を促進しようとする産業や中西部地区の開発に役立つ外資の

導入を意図的に促した内容が盛り込まれたことなどが挙げられる。2002年に、

「外商投資方向の指導規定」が発布、施行された。これは中国における税収

優遇政策が、基盤産業および中西部地区にその重点を移したことを意味する

ものであった。

そして、2001年11月11日、中国が正式にWTOへ加盟し、農業、鉱業、建

築業、金融保険証券業、文化娯楽業および交通運送業など　さまざまな分野

への外資参入規制がさらに緩和され、中国での投資環境は著しく改善された。

とくに注目すべきことば　2002年から2003年にかけて、中国政府によって、

「外資企業に対する上場企業の国有株10、法人株の譲渡問題に関する通達」（原

語：「美子向外商辞せ上市公司国有股和法人般有美Ibi題的通知」）、「外資

10　これは国有資産株の略称で、国家株と国有法人株を併せたものを指す。
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による国有企業再編についての暫時規定」（原語：「利用外資改組国有企皿

智行規定」）および「外国投資家による国内企業の吸収合併についての暫時

規定」（原語：「外国投資者井舶境内企皿智行規定」）などの一連の法令が次々

と打ち出されたことである。これらの規定のタイトルからも明らかなように、

国有企業の活性化と再編成のために外資による資本参入を積極的に活用して

いこうという政策的な意図が窺える。

ちなみに、この段階では104，850社の外資企業が創立され、契約投資総額

が2，588．72億ドルに上った。

5．2　会計制度の展開

1997年、これまで証券市場において頻繁に発生した会計不祥事を防止す

るために、財政部によって初めての「具体企業会計基準」である「企業会計

基準－関連当事者の関係およびその取引に関する開示」（原語：「企址会

計准則－美咲方夫系及其交易的披露」）が実施され、国際会計基準の本格

導入が始まった。1998年1月に、財政部によって「会計基準委員会」（原語：

「会計准則委員会」）が設置され、2001年までに、主に上場企業向けの16

項目の「具体企業会計基準」が公表された。しかしその後、2003年に「会

計基準委員会」が「財政部会計基準委員会」（原語：「財政部会計准則委員

会」）に改組され、タイトルどおりの国家主導型のパブリックセクターとし

ての会計基準設定機関が設立され、会計基準の国際化が着実に進んでいた。

そして2006年2月に、財政部によってついに新たな「企業会計基準」体

系が公布された。まず、「企業会計基準」を概念フレームワークとして改訂し、

「企業会計基準－ガイドライン」（原語：「企皿会計准則－基本准則」）

と改称された。また、すでに制定されていた16項目の「具体企業会計基準」

に修正を加え、新たに38項目の「具体企業会計基準」によって構成される会

計制度体系が築かれた。これによって、「企業会計基準」体系がついに完成

したのである。
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また、会計の関連法規として、1999年に「会計法」の第2次改訂に引継ぎ

「証券法」（原語：「中年人民共和国道券法」）11も施行され、上場企業に

おける会計規定の整備および証券市場のディスクロージャーの法的規範はよ

り一層強化された。さらに2000年6月に、国務院によって「会計法」に次

ぐ重要な法規である「企業財務会計報告条例」（原語：「企皿財各会廿報告

条例」）が公布された。

そして、上述した「企業会計基準」体系の樹立と同時に、もうひとつの重

要な会計制度が誕生した。2001年、財政部が新「会計法」で規定されてい

る「国家が統　一会計制度を実行する」という内容を遵守するため、「企業会

計規定」（原語：「企亜会計制度」）を公布し、外国投資企業を含む、あら

ゆる業種、持分の種類ならびに企業形態の会計制度を統合し、財務会計を一

体化した会計計算基準に統一したのであった。さらに、その翌年11月に金融

保険業の経営ヒの特殊性を考慮した「金融企業会計規定」（原語：「金融企

皿会計制度」）が公布され、2004年に小規模企業に適用する「小企業会計

規定」（原語：「小企、Ih会計制度」）も公布された。

これにより、主に上場企業に適応する「企業会計基準」体系とは別に、ほ

ぼすべての企業向十の会計規定である「企業会計規定」、金融・保険などの

特殊業種「和すの「金融企業会計規定」、さらに外部資金調達をおこなわない

中小企業向けの「小企業会計規定」による中国会計制度のもうひとつの柱で

ある「企業会計規定」体系も樹立されたのであった。

6　外資導入の邁進期（第6段階：2006年～現在）

6．1外資企業の展開

2006年から、中剛こおける外資投資は新たな段階に入った。第2から第

5段階までは、中国の外資誘致政策は主に税収面の優遇を柱に、外資投資の

11これは1排）8年12月に中国人民代表大会で通過され1999年7月1日から施行された。
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数量を左裾し、外資企業に国民を凌ぐ待遇を与えることで、できるだけ多種

多様で、広範囲の外資を誘致しようとした。しかしながら、中国経済の急速

な発展に伴い、さまざまな外資企業優遇策による弊害が次第に顕著となった。

また、自国技術力の発展や産業構造の合理化のため、外資への奨励措置も従

来の加工製造業からサービス業やハイテク産業へ移行されるなど外資と自

国産業についての政策を調整し、より合理的に外資誘致をおこなう必要が生

じている。

とくに、2006年3月14日に、第10回全国人民代表大会第4次会議において、

「中華人民共和国国民経済と社会発展の第11次五力年計画企画綱要」が可決

され、その中には各種企業税収制度を統一するという内容も含まれていた。

同年から、財政部、国家税務総局および国務院法制事務室は、32箇所の中央

政府部門に企業所得税制度改革に関する意見を募り、翌年3月に、「企業所

得税法」が交付され、2008年から施行されることとなった。これにより、

内資企業と外資企業のいずれにも適用される税法の統一が図られ、課税ベー

スと法定税率が統一された。さらに、税収優遇政策が変更され、経済と産業

構造を優良化し、技術の向上と地域発展の調整を促進して、企業の発展にも

役立つことが期待されている。

6．2　会計制度の展開

2006年10月に「企業会計基準」をはじめとする38項目の具体準則を発布し、

2007年1月1日よりまず上場企業を中心に施行し、その3年から5年の実

績をみて、将来的に外国投資企業などすべての企業に適用されることが予定

されている。ただし、企業会計基準の早期適用も促しており、上場企業以外

の外国投資企業等も2007年から適用できるようになっている。

「企業会計規定」と「企業会計基準－ガイドライン」の内容は、中国国

内すべての企業に適用するため、従来の「投資者持分」勘定を「所有者持分」

勘定に改正するなど　「外商投資企業会計制度」に一部の修正を加えること
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で調整を試みた。ただし、「外商投資企業と外国企業所得税法」をはじめとす

る外商投資企業に関連する種々の財務管理規定に影響される部分に関しては、

法改正するまでは現状維持ということになっている。

おわりに

これまでは　中国建国後における外資企業の展開とそれに適合する会計制

度の制定について考察してきた。建国初期には、ソ連をはじめとする一部の

社会主義国家との友好協力において、合資企業形態が見られたが、計画経済

体制の遂行や文化大革命などの影響で、完全に消え去ってしまった。しかし

ながら、社会主義計画経済体制に適合するソ連の会計制度が導入され、長い

間中国会計制度に影響したのであった。

その後、1978年の「改革・開放」政策の実施によって、中国経済は激変

した。真っ先におこなわれたのが外資の導入である。これはただ外国資本を

導入し、中国経済の発展に貢献させるための単純な措置ではなく、外資の導

入をめぐって、市場経済に適合する経営管理方法や関連法律の制定、さらに

は関係する租税制度や会計制度の制定など　さまざまな措置が試され、施行

されてきた。つまり、外資の導入は、「改革・開放」政策をスムーズに進行

させるための重要な試金石であり、その試行錯誤によって、「計画経済体制」

から「中国の特色ある社会主義市場経済体制」への転換に成功したのであった。

建国後の中国にはじめて西洋式の貸借式複式記帳法を復帰させたのも．国際

会計基準の会計理念がはじめて取り入れられたのも、すべて外資企業のため

の会計制度を制定する際に試されたものである。つまり、外資企業の展開が

なければ、今日の中国会計制度の樹立がなかったといっても過言ではない。

現在、中国における外資導入が新たな段階に入り、そのためのさまざまな

環境をよりいっそう整備し、関連する会計制度や租税制度をよりいっそう強

化させることが重要である。とくに、新たに公布された「小企業会計規定」
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の問題点や、証券市場の発達に伴う外資企業による吸収合併が頻繁になり、

そのための企業結合会計基準の完備が遅れている問題、また会計制度のコン

バージェンスに向けて突進している今、国内基準と国際基準との調和の問題

など　さまざまな難問が数多く残っている。とくに、世界的な経済危機に直

面している今、中国政府がいかに外商投資政策を調整していくのかは、注目

するところではあるが、具体的には今後の研究課題として取り込んでいきた

いと考えている。
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